
徳
島
県
告
示
第
三
十
一
号

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
八

号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
別
表
に
掲
げ
る
施
設
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

利
用
料
金
の
額

区

分

単
位

青
少
年

青
少
年
以
外
の
者

午
前

二
、
六
五
○
円

五
、
三
○
○
円

体
育
室

午
後

三
、
三
○
○
円

六
、
六
○
○
円

夜
間

三
、
二
○
○
円

六
、
四
○
○
円

午
前

三
、
七
五
○
円

七
、
五
○
○
円

イ
ン
ド
ア
運
動
場

午
後

五
、
○
○
○
円

一
○
、
○
○
○
円

夜
間

四
、
五
○
○
円

九
、
○
○
○
円

午
前

三
、
九
五
○
円

七
、
九
○
○
円

大
会
議
室

午
後

五
、
二
五
○
円

一
○
、
五
○
○
円

夜
間

四
、
七
○
○
円

九
、
四
○
○
円

午
前

一
、
六
五
○
円

三
、
三
○
○
円

中
会
議
室

午
後

二
、
二
○
○
円

四
、
四
○
○
円

夜
間

一
、
九
五
○
円

三
、
九
○
○
円

午
前

一
、
四
○
○
円

二
、
八
○
○
円

第
一
小
会
議
室
及
び
第
二
小
会
議
室
（
一
室
に
つ
き
）

午
後

一
、
九
○
○
円

三
、
八
○
○
円

夜
間

一
、
七
○
○
円

三
、
四
○
○
円

午
前

七
○
○
円

一
、
四
○
○
円

第
三
小
会
議
室
及
び
第
四
小
会
議
室
（
一
室
に
つ
き
）

午
後

九
五
○
円

一
、
九
○
○
円

夜
間

八
五
○
円

一
、
七
○
○
円

午
前

一
、
三
○
○
円

二
、
六
○
○
円

音
楽
室

午
後

一
、
七
五
○
円

三
、
五
○
○
円

夜
間

一
、
五
五
○
円

三
、
一
○
○
円

午
前

一
、
七
○
○
円

三
、
四
○
○
円

第
一
和
室

午
後

二
、
二
五
○
円

四
、
五
○
○
円

夜
間

二
、
○
○
○
円

四
、
○
○
○
円

午
前

二
、
○
五
○
円

四
、
一
○
○
円

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

午
後

二
、
七
○
○
円

五
、
四
○
○
円

夜
間

二
、
四
五
○
円

四
、
九
○
○
円

午
前

五
○
○
円

一
、
○
○
○
円

Ｉ
Ｔ
学
習
室

午
後

七
○
○
円

一
、
四
○
○
円

夜
間

六
○
○
円

一
、
二
○
○
円



午
前

一
、
六
○
○
円

三
、
二
○
○
円

小
体
育
室

午
後

二
、
一
五
○
円

四
、
三
○
○
円

夜
間

一
、
九
五
○
円

三
、
九
○
○
円

午
前

九
○
○
円

一
、
八
○
○
円

第
二
和
室
及
び
第
三
和
室
（
一
室
に
つ
き
）

午
後

一
、
二
○
○
円

二
、
四
○
○
円

夜
間

一
、
一
○
○
円

二
、
二
○
○
円

備
考１

こ
の
表
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
、
「
午
前
」
と
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
時
間

を
い
い
、
「
午
後
」
と
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
時
間
を
い
い
、
「
夜
間
」
と
は
午
後

六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。

２

午
後
九
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で
の
時
間
に
イ
ン
ド
ア
運
動
場
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
当
該
時
間
に
つ
き
一
万
円
と
す
る
。

３

午
前
か
ら
午
後
ま
で
、
午
後
か
ら
夜
間
ま
で
又
は
午
前
か
ら
夜
間
ま
で
引
き
続
き
利
用
す
る
場

合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
を
加
え
て
得
た

額
と
す
る
。

４

イ
ン
ド
ア
運
動
場
を
午
前
、
午
後
又
は
夜
間
か
ら
第
二
項
に
定
め
る
時
間
ま
で
引
き
続
き
利
用

す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
及
び
同

項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
又
は
前
三
項
の
規

定
に
よ
り
算
出
し
た
利
用
料
金
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た

と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
額
）
と
す
る
。

一

体
育
室
又
は
イ
ン
ド
ア
運
動
場
の
床
面
積
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

百
分
の
五
十

二

体
育
室
又
は
イ
ン
ド
ア
運
動
場
の
床
面
積
の
四
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

百
分
の
二
十
五

三

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合

百
分
の

二
百
五
十

６

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
利
用
の
許
可
に
係
る
利
用
時
間
を
超
え
て
利

用
し
た
場
合
の
当
該
超
え
た
時
間
に
係
る
利
用
料
金
の
額
は
、
当
該
利
用
時
間
に
係
る
利
用
料
金

の
一
時
間
当
た
り
の
額
に
十
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
額
）
に
そ
の
超
え
る
時
間
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
超
え
た
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該

端
数
は
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

７

午
後
九
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
利
用
の
許
可
に
係
る
利
用
時
間
を
超
え
て

イ
ン
ド
ア
運
動
場
を
利
用
し
た
場
合
の
当
該
超
え
た
時
間
に
係
る
利
用
料
金
の
額
は
、
一
万
円
と

す
る
。
た
だ
し
、
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
一
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
掲
げ
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

８

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
（
イ
ン
ド
ア
運
動
場
に
あ
っ
て
は
、
午
後
十
一
時
）
ま
で
の
時
間
以

外
の
時
間
に
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
の
額
は
、
指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

そ
の
二

利
用
料
金
の
額



区

分

単

位

青
少
年

青
少
年
以
外
の
者

個
室
音
楽
室

一
室
一
人
一
時
間
に
つ
き

一
五
○
円

三
○
○
円

そ
の
三

利
用
料
金
の
額

区

分

単

位

青
少
年

青
少
年
以
外
の
者

健
康
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

一
人
一
回
に
つ
き

二
○
○
円

四
○
○
円

二

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
九
十
二
号
）
別
表
第
一
に
掲

げ
る
設
備
及
び
用
具
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

設
備

利
用
料
金
の
額

区

分

単

位

青
少
年

青
少
年
以
外
の
者

一
台
一
人
一
時
間
（
一
時
間
未
満
の
端
数
は

調
理
台

二
○
○
円

四
○
○
円

、
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。
）
に
つ
き

一
台
一
人
一
時
間
（
一
時
間
未
満
の
端
数
は

卓
球
台
Ａ

一
○
○
円

二
○
○
円

、
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。
）
に
つ
き

一
台
一
人
一
時
間
（
一
時
間
未
満
の
端
数
は

卓
球
台
Ｂ

五
○
円

一
○
○
円

、
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る

。
）
に
つ
き

ロ
ッ
カ
ー

一
個
一
回
に
つ
き

三
○
円

そ
の
二

用
具

単

位

利
用
料
金
の
額

区

分

一
回
に
つ
き

青
少
年

青
少
年
以
外
の
者

（

）

ピ
ア
ノ

一
台

八
○
○
円

一
、
六
○
○
円

電
子
オ
ル
ガ
ン

一
台

八
○
○
円

一
、
六
○
○
円

映
写
機
（
十
六
ミ
リ
）

一
台

二
、
二
五
○
円

四
、
五
○
○
円

映
写
機
（
八
ミ
リ
）

一
台

四
五
○
円

九
○
○
円

ス
ラ
イ
ド
映
写
機

一
台

四
五
○
円

九
○
○
円

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台

四
五
○
円

九
○
○
円

ス
ク
リ
ー
ン

一
式

四
五
○
円

九
○
○
円

ス
ト
リ
ッ
プ
ラ
イ
ト

一
式

四
五
○
円

九
○
○
円

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト

一
列

四
五
○
円

九
○
○
円

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
○
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

一
台

二
五
○
円

五
○
○
円

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

一
台

四
五
○
円

九
○
○
円

ス
テ
ー
ジ
ス
ポ
ッ
ト

一
列

四
五
○
円

九
○
○
円

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

一
台

四
五
○
円

九
○
○
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

一
式

八
○
○
円

一
、
六
○
○
円

コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
イ
ヤ
ー

一
台

四
五
○
円

九
○
○
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

一
台

八
○
○
円

一
、
六
○
○
円

ビ
デ
オ
再
生
装
置

一
式

四
五
○
円

九
○
○
円

カ
ラ
オ
ケ
装
置

一
式

八
○
○
円

一
、
六
○
○
円



パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

一
台

三
○
○
円

六
○
○
円

簡
易
ス
テ
ー
ジ

一
台

二
五
○
円

五
○
○
円

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
用
具

一
式
等

指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額

備
考１

そ
の
二
の
表
に
お
い
て
「
一
回
」
と
は
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
又
は
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
（
イ
ン
ド
ア
運
動
場
で
の
利
用
に
あ
っ
て
は
、
午
前

九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
又
は
午

後
九
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で
）
の
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
を
い
う
。

２

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
そ
の
一
の
表
及
び
そ
の
二
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
表
の
区
分
に
応
じ

た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
二
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
額
）
と
す
る
。

三

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
駐
車
場
の
利
用
料
金
の
額

駐
車
場
に
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
た
時
か
ら
一
時

一
時
間
を
超
え
る
時
間
に
係
る
駐
車
に
つ

自
動
車
の
種
類

間
ま
で
の
駐
車
に
つ
い
て
の
利
用
料
金
の
額

い
て
の
三
十
分
ご
と
の
利
用
料
金
の
額

普
通
自
動
車

二
○
○
円

一
○
○
円

備
考１

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
普
通
自
動
車
」
と
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号

）
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
（
積
載
物
を
含
め
て
、
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

２

駐
車
時
間
が
一
時
間
を
超
え
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
る
部
分
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
三
十

分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
三
十
分
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
三
十
分
と
す
る
。


